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あいち航空ミュージアム指定管理者募集要項 

 

 

第１ 施設の概要 

１ 名 称 

あいち航空ミュージアム 

２ 設置目的・役割 

県では、国際戦略総合特区「アジアNo.1航空宇宙産業クラスター形成特区」の指定を受

け、「航空宇宙産業」を育成・振興することとしている。 

県営名古屋空港周辺地域は、航空機の開発、生産の場という役割に加え、航空機産業の

情報発信、将来の人材育成の推進、更には産業観光の場の役割としても大変期待されてい

る。 

県では、こうした役割をしっかりと担うため、本県に所縁のある航空機のほか航空の歴

史等を中心に紹介し、並びに航空機産業の人材育成に資するよう、「あいち航空ミュージ

アム」を設置する。 

３ 沿 革 

平成２８年１０月 あいち航空ミュージアム建設工事着手 

平成２９年１１月 開館 

平成２９年１１月 名古屋空港ビルディング株式会社を指定管理者として管理運営開始 

４ 所在地 

愛知県西春日井郡豊山町大字豊場（県営名古屋空港内） 

※資料１「あいち航空ミュージアム案内図」を参照してください。 

５ 施設の規模等 

着工年月日：平成２８年１０月１８日 

竣工年月日：平成２９年９月２９日 

開館年月日：平成２９年１１月３０日 

敷地面積 ：１，７１５,９７６．５９㎡ 

建築面積 ：    ５,７０８．４９㎡ 

建築延面積：    ７,８９９．７４㎡ 

建物の構造：鉄骨造、一部ＲＣ造、地上２階＋屋上階、展望デッキ等 

主な設備等：冷暖房設備、エレベーター２基、エスカレーター１基等 

主な展示物等：名機百選、航空機実機、オリエンテーションシアター、サイエンスラボ等 

駐車場  ：大型バス専用駐車場１０台 

      普通車専用駐車場３台 

      障害者専用駐車場２台 

 

※資料２「あいち航空ミュージアム平面図」を参照してください。 

 ６ 施設の利用状況 

※資料３「あいち航空ミュージアムの利用状況」を参照してください。 

７ 利用料金 

※資料４「現行利用料金一覧表」を参照してください。 

 

第２ 募集の内容 

１ 指定管理者が行う業務（以下「指定管理者業務」という。） 

（１）あいち航空ミュージアムへの入場を制限し、若しくは禁止し、又は入場した者の行 

為を制限すること。 

（２）催事室若しくはあいち航空ミュージアムの駐車場の利用又はあいち航空ミュージア 

ム（あいち航空ミュージアムの駐車場を除く。）の専用利用を許可すること。 

（３）（２）の利用の中止を承認すること。 
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（４）（２）の利用の許可に条件を付けること。 

（５）（２）の利用の許可を取り消し、その効力を停止し、又はその条件を変更すること。 

（６）あいち航空ミュージアムの利用について指示をし、又は利用中の施設に職員を立ち 

入らせ、利用の状況を調査させること。 

（７）あいち航空ミュージアムの点検、清掃、補修その他の維持管理を行うこと。 

（８）あいち航空ミュージアムを運営すること。 

２ 指定管理者が行う管理の基準 

（１）関係法令並びに愛知県名古屋飛行場条例及び愛知県名古屋飛行場条例に基づく愛知

県名古屋飛行場管理規則（平成１６年愛知県規則第７１号）等の規定を遵守し、誠実

に指定管理者業務を行うこと。 

（２）あいち航空ミュージアムを利用しようとする者に対して不当な差別的取扱いをし 

ないこと。 

（３）指定管理者業務に関連して取得した個人に関する情報その他の情報を適切に取り扱

うこと。 

（４）（１）から（３）のほか、知事が定める基準 

◎なお、業務及び管理の基準の詳細は「あいち航空ミュージアム編（仕様書）」（以

下「仕様書」という。）により定めます。 

 ３ 業務分担 

  県との業務分担は、別表１「業務分担表」のとおりとします。 

４ リスク分担 

県とのリスク分担は、別表２「リスク分担表」のとおりとします。 

５ 指定の期間（予定） 

令和６年４月１日から令和１１年３月３１日まで（５年間） 

６ 業務に必要な経費等 

愛知県名古屋飛行場条例第１３条の３に規定する利用料金及び県が指定管理者に支払う

経費（以下「指定管理料」という。）をもって、業務を行うものとします。県は、あいち

航空ミュージアムの管理運営に必要な経費として、予算額の範囲内で年度ごとに指定管理

料を支払います。この場合の支払時期や方法その他細目的事項については、協議の上決定

し、年度別協定で定めます。 

額の確定後は、運営によって過不足が生じた場合でも、原則として指定管理料の変更は

認めないこととします。 

なお、（様式３－８－２）「収支計画書」に記載する「指定管理料収入」の上限額は以

下のとおりとします。 

令和６年度  １９１，１６４千円 

令和７年度  １９１，１６４千円 

令和８年度  １９１，１６４千円 

令和９年度  １９１，１６４千円 

令和１０年度 １９１，１６４千円 

 

ただし、新型コロナウイルス感染症の影響によるあいち航空ミュージアムの休館・利用

休止及び利用者の減少に伴う利用料金収入の減少があり、指定管理者から県に対し、指定

管理料の変更協議の申し出があった場合、次の計算方法を基本として指定管理料の変更を

協議することとします。 

＜計算方法＞ 

 指定管理料の変更額＝利用料金収入が減少した月における①と②の合算額 

 ①利用料金の収入減に対する相当額（指定管理料の増加） 

  Ａ ＋ Ｂ 

   Ａ＝予約キャンセル分（事前納付のあった利用料金の相当額） 

   Ｂ＝（ａ － Ａ） － b ※Ｂ≤０の場合は「０」とする 
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    a 過去３年平均の利用料金収入額又は当該年度の利用料金収入の計画額のい

ずれか低い額 

    b 当該年度の利用料金収入額（実績） 

 ②休館・利用休止及び利用者の減少により変動する経費の支出減に対する相当額 

（指定管理料減少） 

  Ｃ － Ｄ ※Ｃ－Ｄ≥０の場合は「０」とする 

   Ｃ＝当該年度の対象経費に関する支出額（実績） 

   Ｄ＝当該年度の対象経費に関する支出の計画額 

なお、あいち航空ミュージアムの過去３か年の利用料金等（収入）及び管理運営費（支

出）は、資料５のとおりです。 

（令和３年４月から個人入館料の２割引を実施しており、令和５年度においても継続し

ています。） 

 ７ その他留意事項 

   あいち航空ミュージアムは、県営名古屋空港の一施設であることから、県からの指示等

があった場合にはそれに従っていただきます。 

   公の施設の障害者減免の対象拡大により、難病患者においても減免対象となります。 

   また、「あいち県民の日条例」の制定に伴い、11月27日が「あいち県民の日（以下「県

民の日」という。）」となりました。県民の日に合わせて、毎年11月21日から11月27日ま

での７日間は公の施設の営業及び使用料等の減免を実施することとなり、当館の個人入館

料を２割引することとなります。（別に割引を実施している場合、当該期間においては、

その割引額に対して２割引することとなります。）。 

   過去に建物本体の雨漏り・建物東側エプロンからの浸水が発生 

 

第３ 申請に係る事項 

１ 指定管理者の申請資格 

指定管理者の指定を申請することができるものは、指定期間中にあいち航空ミュージア

ムを安全円滑に管理運営することのできる法人その他の団体（以下「法人等」という。）

又は複数の法人等が共同する団体（以下「共同体」という。）であることとします。な

お、個人での申請はできません。 

また、次に掲げる（１）から（６）までのすべての要件を満たす必要があるものとしま

す。 

（１）地方自治法第２４４条の２第１１項の規定により本県又は他の地方公共団体から指

定を取り消され、当該処分の日から起算して２年を経過しないものでないこと、及び

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当する者で

ないこと。 

（２）役員（法人でない団体の代表者又は管理人を含む。）及び施設に配置する職員に、

次のアからウのいずれかに該当する者がないこと。 

ア 破産者で復権を得ない者 

イ 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなっ

た日から２年を経過しない者 

ウ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２

条第６号に規定する暴力団員及びその利益となる活動を行う者 

（３）次のアからウまでのいずれかに該当する者でないこと。 

ア 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立てがなさ

れた者及びその開始決定がされている者 

イ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申立てがなさ

れた者及びその開始決定がされている者（同法附則第２条の規定によりなお従前の

例によることとされる更生事件に係るものを含む。） 

ウ 破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされた者
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及びその開始決定がされている者（同法附則第３条第１項の規定によりなお従前の

例によることとされる破産事件に係るものを含む。） 

（４）法人税、消費税、法人事業税、法人都道府県民税及び地方消費税を滞納している者

でないこと。 

（５）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条

第２号に規定する暴力団及びその利益となる活動を行う者でないこと。 

（６）申請書類提出の日から指定管理者候補者の選定通知を受けた日までに愛知県から指

名停止の措置を受けていないこと。 

 

２ 申請手続等 

申請は、次の必要な書類を作成のうえ提出してください。 

なお、共同体による申請の場合には、（２）ウの「申請する法人等に関する書類」は構

成員であるすべての法人等のものを提出してください。 

また、中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）に基づく事業協同組合によ

る申請の場合で、申請書類提出時点で業務の配分を受ける組合員が決まっている場合に

は、（２）ウの「申請する法人等に関する書類」は配分を受けるすべての組合員のものを

提出してください。 

（１）提出部数 

申請書類は、原本１部、副本１５を提出してください。 

なお、原本、副本とも目次ページ数を付け、二穴綴じファイルに綴じるとともに、

ファイルの表紙及び背表紙に申請者及び申請する公の施設の名称を明記してくださ

い。 

（２）申請書類 

ア 指定管理者指定申請書（様式１） 

イ 指定管理者業務の実施に関する計画書（様式２、３） 

ウ 申請する法人等に関する書類 

（ア）定款、寄附行為、規約その他これに代わる書類 

（イ）法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者

の住民票の写し 

（ウ）申請を行う日の属する事業年度の収支予算書並びに直近２事業年度の事業報告

書、貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの（グループ企業で連結

決算を行っている場合には、加えて連結決算書） 

（エ）法人税、消費税、法人事業税、法人都道府県民税及び地方消費税に関する納税

証明書（過去３年分） 

（オ）社会的価値の実現に資する取組に関する申告書（様式４） 

（カ）法人等概要書（様式５） 

※法人等の事業内容がわかるパンフレット等があれば、併せて提出してくださ

い。 

（キ）法人等の主要業務実績一覧（様式６） 

エ 誓約書（様式７） 

オ 共同体構成員届（共同体の場合）（様式８） 

カ 共同体協定書の写し（共同体の場合）（様式９） 

キ 共同体委任状（共同体の場合）（様式１０） 

（３）現地説明会及び質問受付等の実施及びスケジュール 

ア 現地説明会の開催 

日  時：令和５年８月２４日（木）午後３時半から 

集合場所：愛知県名古屋空港ターミナルビル正面入り口 

参加申込：様式１１に、必要事項を記入の上、郵送、ＦＡＸ又は電子メールにより、

愛知県都市・交通局航空空港課宛にお送りください。 
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申込締切：令和５年８月１８日（金）午後５時まで 

留意事項：・現地説明会では、施設の現況、過去の利用料金収入や管理運営費の推移

等の詳細情報をご説明し、希望者には施設見学を行いますので、指定管

理者に申請する予定の方は、できる限り参加してください。 

・参加人数については、１申請者につき３人までとしてください。 

・当日配布する資料について、現地説明会に出席できない方には、現地説

明会の翌日以降、愛知県都市・交通局航空空港課で配布いたします。 

イ 募集内容等に係る質問の受付 

受付期間：令和５年９月４日（月）午後５時まで 

質問方法：質疑書（様式１２－１、１２－２）により、郵送、ＦＡＸ又は電子メール

により、愛知県都市・交通局航空空港課宛にお送りください。 

回答方法：受け付けた質問に対する回答や現地説明会における質疑応答（事業者等独

自の提案に関わるものと判断される場合を除く）をとりまとめ、令和５年

９月１４日（木）を目途に、県のウェブページ

（https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kouku）にて回答する予定です。 

（４）申請書類の受付 

受付期間：令和５年９月１９日（火）から９月２５日（月）までの午前９時から午後

５時まで 

※ただし、土日は除きます。 

受付場所：愛知県都市・交通局航空空港課 

受付方法：申請書類一式を、郵送又は持参により提出してください。なお、郵送の場

合にも、上記受付期間内必着とします。 

（５）留意事項 

上記各種書類を郵送、ＦＡＸ又は電子メールにて提出した場合は、届いているかどう

かの確認を電話により行ってください。 

３  指定管理者業務の実施に関する計画書の作成 

（１）「指定管理者指定申請書総括表」の作成について 

様式２－２「指定管理者指定申請書総括表」は、（２）の各計画事項の要点を簡潔に

記入してください。 

様式２－２の作成においては、フォントは１０．５ポイントとし、行数（36行）、行

文字数（40字）を変更せずに作成してください。 

様式２－２は、電子ファイルでも提出してください。 

 

（２）計画の作成について 

計画１から計画１６までの事項ごとに所定の様式に指定管理者としての考え方を記入

してください。 

図、表等を使用してもかまいません。また、ページ数が複数となってもかまいません

が、各計画について１～３ページ程度（各計画内で添付する様式については、これに含

まない。）で記入してください。 

なお、事業協同組合による申請の場合で、申請書類提出時点で業務の配分を受ける組

合員が決まっている場合には、業務を行う組合員の名称及び業務の内容、事業協同組合

と組合員の責任体制、組合員の脱退時における対応策等を必要に応じて記入してくださ

い。 

 

 

 

 

 

 

https://www.pref.aichi.jp/
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計画一覧 

計画１ 平等な利用の確保に関する方針（詳細は様式 3-1） 

計画２ 施設の基本的な管理運営方針（詳細は様式 3-2） 

計画３ 施設の維持管理についての考え方（詳細は様式 3-3） 

計画４ 利用者サービス向上への取組（詳細は様式 3-4） 

計画５ 利用促進への取組（詳細は様式 3-5） 

計画６ 地域や関係機関との連携についての考え方（詳細は様式 3-6） 

計画７ 経費縮減への取組（詳細は様式 3-7） 

計画８ 管理運営に係る収支計画の概要（詳細は様式 3-8-1.3-8-2.3-8-3） 

計画９ 施設管理に関する技術等（詳細は様式 3-9） 

計画１０ 施設管理の実施体制の概要（詳細は様式 3-10-1.3-10-2.3-10-3） 

計画１１ 人材育成の方針（詳細は様式 3-11） 

計画１２ 緊急時の体制の概要（詳細は様式 3-12） 

計画１３ 個人情報保護及び情報公開に対する考え方（詳細は様式 3-13） 

計画１４ 諸規程の整備又は方針（詳細は様式 3-14） 

計画１５ 管理運営に係るＰＲ事項（詳細は様式 3-15） 

計画１６ 自主事業に関する提案（様式は任意） 

 

（３）指定管理者業務の実施に関する計画書作成上の条件 

ア 指定管理者業務の実施に関する計画書の作成に当たっては、当募集要項、仕様書等

に記載されていることを遵守してください。また、法令等に定められていることにつ

いては、これを遵守してください。 

イ 収支計画書（様式３－８－２）は、指定全期間にわたる収支予測を年度別に作成し

てください。 

ウ 指定管理者業務の実施に関する計画書はＡ４判で作成してください。また、ページ

数を中央下に表記してください。 

 

（４）自主事業に関する提案 

指定管理者業務以外に、施設の設置目的を妨げず、かつ、利用者の便宜向上に資する
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ことを目的として、施設内において、自らの責任により自主事業を行うことができま

す。 

施設の利用率向上、利用者サービスの向上等に貢献できる自主事業に関する提案があ

れば、任意の様式により事業計画を提出してください。 

また、本施設には、上記の目的から物品販売等を行うことができるスペースが設けら

れています。自主事業として物品販売等を行う場合は、いかなるコンセプトの店舗

（※）とし、どのような運営計画（人員配置、ターゲット層、販売するグッズ等）に基

づき運営するのか、独自の発想により提案するよう努めてください。 

※あいち航空ミュージアムの設置目的・役割に沿ったものであることを前提としま

す。 

なお、自主事業を行うためには、施設の利用許可又は行政財産の目的外使用許可が必

要になるとともに、利用料金又は使用料の支払いが必要になります。 

 

第４ 審査及び指定管理者候補者の選定に係る事項 

１ 審査の方法 

県は、愛知県都市・交通局指定管理者等選定会議（以下「選定会議」という。）におけ

る審査結果等を踏まえ、指定管理者として最も適切で優秀な団体を指定管理者の優先交渉

権者として選定します。なお、最終的には、県議会の議決を経て、愛知県が指定管理者を指

定します。 

２ 審査の日程 

審査は、令和５年９月下旬から１０月中旬を予定しています。プレゼンテーション、ヒ

アリング等を行う場合には、別途連絡します。 

３ 愛知県都市・交通局指定管理者等選定会議 

あいち航空ミュージアムを所管する愛知県都市・交通局職員及び外部有識者等で構成し

ます。 

４ 審査基準等 

指定管理者による公の施設の管理に関する条例第３条第３項各号の基準により、県にお

いて、優先交渉権者を選定します。 

審査基準ごとの審査の観点、観点の細目等及び配点ウエイトは、別表３のとおりとしま

す。 

 

第５ 指定管理者の指定及び協定締結に係る事項 

１ 指定管理者の候補者の選定 

県は、選定会議の審査結果等を踏まえ、最も適切で優秀な団体を優先交渉権者として両

者の間で細目協議を行います。細目協議が整った段階で、指定管理者候補者として選定し

ます。 

なお、優先交渉権者と協議が整わない場合には、優先交渉権者との協議を中止すること

とし、次点となった者との間で改めて協議を行うこととします。 

指定管理者の候補者の選定結果は、令和５年１０月上旬頃を目途に、審査を受けた団体

のすべてに文書により通知するとともに結果は、県のウェブページなどで公表します。 

２ 指定管理者の指定 

県は、指定管理者の指定に関する県議会の議決を経て、指定管理者の指定を行います。 

また、指定管理者の指定をしたときはその旨を文書で通知するとともに公告を行います。 

３ 指定管理者との協定締結 

県と指定管理者は、先に実施した細目協議の内容を前提に、更に業務を実施する上で必

要となる詳細事項について協議を行い、これに基づき協定を締結します。 

協定は、指定期間を通じての基本的な事項を定めた「基本協定」と、年度ごとの事業実

施に係る事項を定めた「年度別協定」を定めることとします。なお、その際に収入印紙の

貼付が必要な場合には、指定管理者の負担とします。 
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（１）基本協定の内容 

ア 施設及び業務等に関する事項 

イ 指定管理料及び利用料金に関する事項 

ウ 事業報告業務報告に関する事項 

エ 物品等に関する事項 

オ 業務の一部の再委託に関する事項 

カ 管理業務を行うに当たって保有する個人情報の保護に関する事項 

キ 指定管理者業務に係る情報の公開に関する事項 

ク 保険等への加入に関する事項 

ケ 災害発生時の対応に関する事項 

コ 法令等の遵守に関する事項 

サ 事業評価の実施に関する事項 

シ 指定期間満了時における事項 

ス 損害賠償等に関する事項 

セ 指定の取消し及び管理業務の停止に関する事項 

ソ その他 

（２）年度別協定の内容 

ア 当該年度の業務内容に関すること 

イ 当該年度に県が支払うべき管理費用に関する事項 

ウ その他 

 

第６ 業務の適正な実施に関する事項 

１ 業務の再委託等の制限 

指定管理者が業務の全部を一括して、又は業務の主たる部分を一括して第三者に委託又

は請け負わせることを禁じます。 

業務の一部分のみを第三者に委託又は請け負わせる場合には、あらかじめ県に申請し、

承認を受けるようにしてください。 

２ 暴力団の排除 

公の施設が暴力団の活動に利用されることにより、当該暴力団の利益になると認めると

きは、指定管理者は、県の策定する利用許可に関する審査基準に基づき、これを許可して

はなりません。 

３ 個人情報の取り扱い 

指定管理者業務に従事している者及び従事していた者は、あいち航空ミュージアムの指

定管理者業務を実施するにあたり知り得た個人情報の内容について、みだりに他人に知ら

せ、又は不当な目的に使用することを禁じます。正当な理由なく当該個人情報を提供した

場合は個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基づく罰則が適用され

る場合があります。 

４ 情報公開への対応 

指定管理者は、あいち航空ミュージアムの指定管理者業務に係る情報については別途情

報公開要綱等を策定し、情報公開に努めることとします。 

５ 保険への加入 

指定管理者は、あいち航空ミュージアムの利用者等の事故に対応するため、施設賠償責

任保険等に加入しなければなりません。 

６ 災害等発生時の対応 

災害等が発生した場合には、指定管理者は速やかに県に連絡するとともに、被害を最小

限に止めるよう早急に対応措置をとる義務を負います。また、県が施設の利用制限、応急

活動への参加等を要請したときは、これに最大限協力するよう努めなければなりません。 

７ 法令等の遵守 

指定管理者は、業務の遂行に関連する法規を遵守しなければなりません。 
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特に、航空法（昭和２７年法律第２３１号）、愛知県名古屋飛行場条例及び愛知県名古

屋飛行場管理規則のほか、以下の法令の遵守に気をつけてください。 

（１）地方自治法（昭和22年法律第67号） 

第２４４条第２項 指定管理者は、正当な理由がない限り、住民が施設を利用するこ

とを拒んではならない。 

第２４４条第３項 指定管理者は、住民が施設を利用することについて、不当な差別

的取り扱いをしてはならない。 

（２）労働基準法（昭和２２年法律第４９号） 

（３）消防法（昭和２３年７月２４日法律第１８６号）、水道法（昭和３２年６月１５日法

律第１７７号）その他施設又は設備の維持管理又は保守点検に関する法令 

（４）その他あいち航空ミュージアム内で管理運営する業務に関連するすべての法令 

 

第７ 業務の継続が困難となった場合等の措置について 

指定管理者との協定に基づく指定期間中において、指定管理者による業務の継続が困難

になった場合等の措置は、次のとおりとします。 

１ 指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難となった場合等 

指定管理者の責めに帰すべき事由により業務の継続が困難になった場合又はそのおそれ

が生じた場合は、指定管理者は速やかにその旨を県に報告するものとします。この場合、

県と指定管理者は、指定管理者業務の継続の可否について協議するものとし、一定期間内

に協議が整わない場合は、指定管理者は県に指定の取消しを申し出ることができるものと

します。なお、この場合において、県に生じた損害は指定管理者が全て賠償するものとし

ます。また、次期指定管理者が円滑に支障なくあいち航空ミュージアムの管理運営業務を

遂行できるよう、引き継ぎを行うものとします。 

 

２ その他の事由により業務の継続が困難となった場合等 

災害その他の不可抗力等県及び指定管理者双方の責めに帰すことができない事由によ

り、業務の継続が困難になった場合、県又は指定管理者は指定の取消しの協議を求めるこ

とができるものとします。 

なお、あいち航空ミュージアムの指定管理者業務を行っている指定管理者が指定期間終

了又は指定取消しなどにより次期指定管理者に業務を引き継ぐ際は、円滑な引き継ぎに協

力するとともに、必要なデータ等を遅滞なく提供しなければならないこととします。 

 

第８ 申請に関する留意事項 

１ 審査の対象又は優先交渉権者からの除外 

申請者が次に掲げる場合に該当したときは、その者を審査の対象または優先交渉権者か

ら除外します。 

（１）選定会議の構成員又は応募に関する業務に従事する県職員若しくは関係者に対し、応

募について不正な接触の事実が認められた場合 

（２）申請書類に虚偽の記載があった場合 

（３）第３第１項に示す指定管理者の申請資格を満たしていないことが判明した場合又は満

たさなくなった場合 

（４）申請者による業務履行が困難であると判断される事実が判明した場合 

（５）著しく社会的信用を損なう行為等により、申請者が指定管理者として業務を行うこと

について相応しくないと県が認めた場合 

（６）その他不正な行為があったと県が認めた場合 

２ 業務開始前における指定の取消し 

指定管理者が業務を開始する前においても次に掲げる事項に該当するときは、その指定

を取消すことがあります。 

（１）正当な理由なくして協定の締結に応じない場合 
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（２）資金事情の悪化あるいは管理体制が整わない等により、指定管理者として行う業務の

履行が確実でないと県が認めた場合 

（３）著しく社会的信用を損なう行為等により、指定管理者として業務を行うことについて

相応しくないと県が認めた場合 

（４）１の各項目に該当する場合 

３ 申請書類等の取り扱い 

（１）著作権 

県が提示する設計図書等の著作権は県及び作成者に帰属し、申請者の提出する書類の

著作権は申請者に帰属します。なお、当該募集において公表する必要がある場合その他

県が必要と認めるときは、県は申請者の提出書類の全部又は一部を無償で使用できるも

のとします。 

（２）特許権 

申請書類の内容に含まれる特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令

に基づいて保護される第三者の権利の対象となっている事業手法、維持管理手法等を用

いた結果生じた事象に係る責任は、すべて申請者が負うものとします。 

（３）記載内容の変更等の禁止 

提出した書類は、原則としてこれを書き換え、差し換え、又は撤回することはできま

せん。 

（４）返却等 

申請書類は審査のため、選定会議の構成員に配付することがあります。また、提出さ

れた申請書類は、理由の如何を問わず返却しません。 

（５）公表 

申請書類は、情報公開の対象文書となるため、情報公開条例の規定に基づき開示する

場合があります。 

４ 費用負担 

申請に係る費用については、すべて申請者の負担とします。 

５ 言語、通貨及び単位 

申請書類に使用する言語、通貨及び単位は、原則として日本語、日本国通貨、日本の標

準時及び計量法（平成４年法律第５１号）に定める計量単位としてください。 

６ ネーミングライツ（施設の命名権付与） 

あいち航空ミュージアムにおいて、ネーミングライツを導入した場合、県とネーミング

ライツパートナー（以下「パートナー」という。）との契約に基づき、看板やウェブペー

ジ、広報チラシ等の媒体に愛称を使用することとなります。 

なお、ネーミングライツの導入により、新たな経費等が発生する場合（看板や広報チラ

シの変更等）は、県又はパートナーが負担します。 

７ その他 

（１）あいち航空ミュージアムに複数の申請（共同体の構成員としての申請を含む。）をす

ることはできません。なお、県の他の施設に関して指定の申請をすることはできます。 

（２）指定管理者指定申請書提出後に申請を辞退する場合には、審査会開催日の前日まで

に、指定管理者指定申請辞退届（様式１－２）により申し出てください。 

 

第９ 事業実施状況のモニタリング(監視)等 

１ モニタリング（監視）、評価の実施及び結果の公表 

県は、施設が設置目的に沿って適切に管理されるように、業務仕様書に基づき、指定管

理者から提出される月例業務報告書、実績報告書、利用者満足度調査結果、利用者からの

苦情・意見の内容及び事故・災害報告等により、業務の実施状況をモニタリング（監

視）、評価します。なお、モニタリング（監視）、評価は、次の方法により行います。 

（１）県が行う評価 

県は、モニタリング等に基づき、指定期間中の指定管理者の管理運営状況（利用状況、
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事業計画の達成状況、収支状況、法令の遵守等）についての事業評価を実施し、その結

果を公表します。なお、詳細については協定において定めるものとします。 

（２）指定管理者が行う自己評価 

指定管理者は、毎事業年度終了後、管理運営業務の自己評価を行い、県に自己評価調

書を提出するものとします。 

（３）利用者アンケートの実施 

指定管理者は、利用者の満足度をアンケート等で把握し、その結果及び対応状況につ

いて愛知県に報告するものとします。 

・簡易アンケート（施設の窓口に常時アンケート用紙を備え、利用者に記入していただ

くなど、簡便な方法で随時実施する） 

・詳細アンケート（アンケート用紙を利用者に一斉に送付し、回収・分析するなど、詳

細な内容で定期的に実施する） 

また、利用者からの苦情・意見等については、その概要や対応等について業務日報に

記録し、県へ報告していただきます。 

（４）外部有識者等の評価・検証 

県は、施設の管理運営状況や県のモニタリング実施手順等の評価・検証を目的とし

て、指定期間の中間年度を目途に、外部有識者等で構成する愛知県都市・交通局指定

管理者モニタリング会議を開催するため、指定管理者に対して会議への出席、帳簿書

類その他の記録の提出を求める場合があります。 

２ 県の監査委員による監査 

県の監査委員等が愛知県の事務を監査するために必要があると認める場合、指定管理者

に対して帳簿書類その他の記録の提出を求める場合があります。 

３ 指定の取消し等 

（１）指定の取消し事由等 

第８第２項に掲げるほか、次のような場合に、県は、指定管理者に対して指定の取

消し等（取消し、又は期間を定めて指定管理者業務の全部又は一部の停止）の措置を

行う場合があります。 

ア 指定管理者が関係法令、条例、基本協定又は年度別協定の規定に違反した場合。 

イ 指定管理者が関係法令、条例、基本協定又は年度別協定の規定に基づく甲の指示

に従わない、又は指示によっても業務内容に改善が見られないと認められた場合。 

ウ 指定管理者の経営状況の悪化又は不可抗力等により、指定管理者業務を継続する

ことが不可能又は著しく困難であると認められる場合。 

エ 指定管理者が基本協定に基づく県への報告を行わず、又は虚偽の報告をし、若し

くは調査を妨げた場合。 

オ 指定管理者が違法行為を行った場合等、指定管理者業務を行わせておくことが社

会通念上著しく不適当と判断される場合。 

カ 指定管理者が、指定管理者からの暴力団排除に関する合意書に規定する排除対象

法人等に該当すると認められた場合。 

キ 指定管理者から第７第１項の申し出があった場合。 

ク 第７第２項の指定の取消しの協議の結果、やむを得ないと判断した場合。 

（２）指定が取消された場合等の賠償 

指定管理者の責めに帰すべき事由により指定が取消され、又は業務の全部若しくは一

部が停止された場合、指定管理者は、県に生じた損害・損失や増加費用を賠償しなけれ

ばなりません。その他の場合は、県と指定管理者は協議するものとします。 

４ 業務の引継ぎについて 

指定期間の終了若しくは指定の取消しにより、次期指定管理者に業務を引き継ぐ場合に

は、県の指示に従い円滑な引継ぎに協力していただきます。 
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第１０ 問い合わせ先及び各種書類の提出先 

愛知県都市・交通局航空空港課 

〒460-8501 愛知県名古屋市中区三の丸三丁目１番２号（愛知県庁本庁舎５階） 

電 話 ０５２－９５４－６１３１（ダイヤルイン） 

ＦＡＸ ０５２－９６１－３２４７ 

メールアドレス：kouku@pref.aichi.lg.jp  
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（別表１） 

 

業 務 分 担 表 
 

項目 
実施者 

県 指定管理者 

あいち航空ミュージアムの運営管理 

（企画調整、利用受付、利用指導、案内、警備、県民協

働、利用促進活動等） 

 ◎ 

あいち航空ミュージアムの維持管理 

（清掃、施設保守点検、設備等法定点検、小規模修繕

(※)、安全衛生管理、光熱水費支出等） 

 ◎ 

周辺住民・利用者からの苦情・要望等対応 

（案件により

対応） 

○ 

◎ 

物品管理  ◎ 

施設の法的管理 

利用の許可、許可の取消し、 

利用料金の徴収 
 ◎ 

目的外使用許可 ◎  

災害時対応 

（待機連絡体制確保、被害調査・報告、応急措置） 

(指示等) 

○ 
◎ 

災害復旧（本格復旧） ◎  

展示物の設置、大規模改修(※)、更新 ◎  

 

※ 上記の区分に応じて◎が業務を行うこととします。 

ただし、○は記載事項の範囲で業務を行うこととします。 

 

※ 小規模修繕：法人税法基本通達第７章第８節「資本的支出と修繕費」を基準とし、修繕費

に区分される通常の維持管理又は毀損したものの原状回復に要する経費（床

シートの張替え、内壁の塗装直し 等） 、指定管理者の発意による修繕 

 

※ 大規模改修：法人税法基本通達第７章第８節「資本的支出と修繕費」を基準とし、資本的

支出に区分される資産価値を高め又は耐久性を増すために要する経費（外壁

改修、屋上防水改修 等） 

 

 

 

 



17 

（別表２） 

 

リスク分担表 

種  類 内     容 
負担者 

県 
指 定 

管理者 

物価の変動 人件費、物品費等物価変動に伴う経費の増  ○ 

金利変動 金利の変動に伴う経費の増  ○ 

法令の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更 ○  

指定管理者に影響を及ぼす法令変更  ○ 

税制の変更 
施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更 ○  

上記以外の税制変更  ○ 

支払遅延 

指定管理者の責めに帰すことのできない理由により、県からの経費

の支払遅延によって生じた事由 
○  

上記の場合以外  ○ 

政治、行政上

の理由による

事業の変更 

政治、行政上の理由から、施設管理、運営業務の継続に支障が生じ

た場合、又は業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその

後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担 

○  

不可抗力 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、落盤、火災、争乱、暴動その

他の県又は指定管理者のいずれの責めに帰すことのできない自然的

又は人為な現象）に伴う、施設、設備の修復による経費の増加及び

事業履行不能 

○  

書類の誤り 
仕様書等、県が責任を持つ書類の誤りによるもの ○  

事業計画書等、指定管理者が提案した書類の内容の誤りによるもの  ○ 

利用者の安全

確保 

利用者の安全を確保するため、事故を未然に防ぐ措置、対応 
△ ○ 

展示物等の損

傷 

通常の経年劣化、利用者の使用による毀損、又は管理者としての注

意義務を怠ったことにより損傷した場合 
 ○ 

上記以外の指定管理者の責めに帰すことのできない事由により損傷

した場合 
○  

利用者や第三

者への賠償 

指定管理者として注意義務を怠ったことにより損害（犯罪や事故等

の発生）を与えた場合 
 ○ 

上記以外の理由により損害を与えた場合 ○  

事業終了時の

費用 

指定管理者業務の期間が終了した場合、又は指定管理者が指定期間

途中において業務を廃止した場合における事業者の撤収費用 
 ○ 

○：主たる負担者 △：従たる負担者  

  

（別表３） 

審査基準等 
 

※「条例」→指定管理者による公の施設の管理に関する条例 
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指定基準 
審査の

観点 
観点の細目等 配 点 

1 

業務計画

に基づく

管理によ

り当該公

の施設に

おける県

民の平等

な利用の

確保が図

られるこ

と 
（条例第三

条第三項第

一号） 

利用者

の平等

な利用

の確保 

施設の役割設置目的を踏まえた適切で公平な

対応か 

確保されない場合は

失格 

2 

業務計画

の内容が

当該公の

施設の設

置の目的

を効果的

に達成す

ることが

できるも

のである

こと 
（条例第三

条第三項第

二号） 

施設の

設置目

的との

整合性 

管理運営に関する基本的な考え方（運営方針

理念）、維持管理の基本的な考え方及び取組

内容 

48 

5 5 

申請者

の取組

姿勢 

本事業への参加意欲、抱負、ＰＲ事項 5 5 

利用者

に対す

るサー

ビスの

向上 

利用者ニーズの把握と分析及び反映 

24 

7 

トラブルや苦情等の対処方法 5 

緊急時の体制対応 5 

その他の取組（接遇、利用者指導、自主事業

等） 
7 

施設等

の利用

促進策 

利用促進に関する目標値及びその具現化実現

性 
7 7 

地域等

との連

携 

具体性、独創性、実現性、取組姿勢 7 7 

3 

業務計画

の内容が

当該公の

施設の設

置の目的

を効率的

に達成す

ることが

できるも

のである

こと 
（条例第三

条第三項第

二号） 

あいち

航空ミ

ュージ

アムの

管理運

営に係

る県の

経費 

経 費 
20 

※1 
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4 

業務計画

に基づく

当該公の

施設の管

理を適正

かつ確実

に行う能

力を有す

ること 
（条例第三

条第三項第

三号） 

申請者

の実績

等 

類似施設の管理運営実績、施設管理に関する

知識や技術を十分に有しているか 

22 

5 5 

人的能

力 

（管理

運営組

織） 

業務を確実に実施できる執行体制責任体制人

員配置計画、人材の育成計画（研修計画等） 
8 

5 

再委託時の体制（点検、チェック、指導監督

体制） 
3 

経営の

安定性 
業務を安定確実に行える経営規模等 3 3 

個人情

報保護

等、諸

規程の

整備 

個人情報保護、情報公開に対する考え方、取

扱い 

6 

3 

諸規程（就業､給与､決裁､会計等）の整備

（充足度､内容の整合性） 
3 

5 

その他の

基準 
（条例第三

条第三項第

四号） 

社

会

的

価

値

の

実

現

に

資

す

る

取

組 

環

境

に

配

慮

し

た

事

業

活

動 

IＳＯ１４００１、エコアクション２1、ＫＥ

Ｓ、エコステージのいずれかの環境マネジメ

ントシステムの認証を受けていること 

10 

※2 

2 

1 

自動車エコ事業所の認定を受けていること 1 

障

害

者

等

へ

の

就

業

支

援 

障害者雇用状況の報告義務がある事業主で、

障害者法定雇用率を達成していること（障害

者雇用状況の報告義務がない事業主である場

合も加点対象とする。） 

3 

1 

名古屋保護観察所に協力雇用主としての登録

を受け、保護観察対象者等（同一人物）を継

続して３か月以上雇用していること（「協力

雇用主の登録」のみである場合は２分の１の

点数とする） 

1 

当年度又は前年度に障害者就労施設等からの

物品および役務の調達実績があること 
1 

男

女

共

同

参

画

社

会

の

形

成 

あいち女性輝きカンパニーの認証を受けてい

ること（本要件の一つである「女性の活躍促

進宣言の提出」のみである場合は２分の１の

点数とする） 

2 

1 

えるぼし認定もしくはプラチナえるぼし認定

を受けていること 
1 

仕

事

愛知県ファミリーフレンドリー企業の登録を

受けていること 
4 1 
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と

生

活

の

調

和 

あいちっこ家庭教育応援企業賛同書を提出し

ていること 
1 

くるみん認定、トライくるみん認定もしくは

プラチナくるみん認定を受けていること 
1 

愛知県休み方改革マイスター企業の認定を受

けていること 
1 

そ

の

他 

（エコモビリティライフの推進）あいちエコ

モビリティライフ推進協議会に加入し、エコ

通勤優良事業所の認証を受けていること 

3 

1 

（安全なまちづくりと交通安全の推進）愛知

県安全なまちづくり交通安全パートナーシッ

プ企業の登録を受け、活動報告書を提出して

いること 

1 

（健康づくりの推進）愛知県健康経営推進企

業の登録を受けていること 
1 

合  計 100 

※1 提案額が当該施設の維持管理運営にかかる指定管理料として適当と認められない場合は、

他の提案内容にかかわらず指定管理者候補者として選定しません。 

※2 社会的取組の小計点数（14点満点）に14分の10を乗じた点数を付与します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
（別表４） 

個人情報取扱事務委託基準 
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個人情報取扱事務委託基準 

（基本的事項） 

 第１ 乙は、この契約による個人情報の取扱いに当たっては、個人の権利利益を侵害すること

のないよう努めなければならない。 

 ２ 乙は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25

年法律第27号）第２条第８項に規定する特定個人情報（以下「特定個人情報」という。）の

取扱いに当たっては、この基準に定めるもののほか、愛知県における特定個人情報の取扱い

に関する規程等を遵守しなければならない。 

  （管理体制） 

 第２ 乙は、この契約による個人情報の取扱いに関する責任者、個人情報を取り扱う従業者

（乙の組織内にあって直接又は間接に乙の指揮監督を受けて業務に従事している者をいい、

従業員のほか、取締役、監査役、理事、監事及び派遣労働者等を含む。以下同じ。）の管理

及び実施体制並びに個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項につ

いて定めた書面を甲に提出する。 

（秘密の保持） 

第３ 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならな

い。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 

２ 乙は、その事務に従事している者に対して、在職中及び退職後においてもこの契約による

事務に関して知ることのできた個人情報を他人に漏らし、又は不当な目的に使用してはなら

ないこと等の個人情報の保護に必要な事項を周知するものとする。 

（従業者の明確化等） 

第４ 乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者を明確にし、特定個人情報を取り扱う

従業者のほか、甲が必要と認める場合については、書面により甲にあらかじめ報告するもの

とする。なお、変更する場合も同様とする。 

２ 乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者に対して、この契約により乙が負う個人

情報の取扱いに関する義務を適切に実施するよう監督及び教育を行うものとする。 

３ 乙は、この契約により個人情報を取り扱う従業者が派遣労働者である場合には、労働者派

遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するものとする。 

（再委託の禁止） 

第５ 乙は、この契約により個人情報を取り扱う事務を自ら処理するものとし、やむを得ず他

に再委託（再委託先が委託先の子会社（会社法（平成17年法律第86号）第２条第１項第３号

に規定する子会社をいう。）である場合を含み、再委託先が再々委託を行うなど、二以上の

段階にわたる委託を行う場合を含む。以下同じ。）するときは、あらかじめ書面により甲の

承認を得るものとする。甲の承認を得た再委託先の変更を行う場合も同様とする。 

２ 乙は、甲の承認により個人情報を取り扱う事務を再委託するときは、この契約により乙が

負う個人情報の取扱いに関する義務を再委託先にも書面で義務付けた上で、当該義務を遵守

させるものとし、乙はそのために必要かつ適切な監督を行うものとする。また、甲の承認に

より再委託する場合には、再委託先に提供する個人情報は再委託する業務内容に照らして必

要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる記載の全部又は一部は

削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。 

（目的外収集、利用の禁止） 

第６ 乙は、この契約による事務を処理するため、個人情報を収集し、又は利用するときは、

受託事務の目的の範囲内で行うものとする。 

（複写、複製の禁止） 
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第７ 乙は、この契約による事務を処理するため甲から提供を受けた個人情報が記録された資

料等（電磁的記録を含む。以下同じ。）を、甲の承認なしに複写し、又は複製してはならな

い。また、甲の承認により複写し、又は複製する場合には、必要最小限の範囲で行うものと

する。 

（第三者への提供の禁止） 

第８ 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を、甲の承認なしに第三者に提供しては

ならない。また、甲の承認により第三者に提供する場合には、提供する個人情報は提供目的

に照らして必要最小限の範囲とし、必要のない特定の個人を識別することができる記載の全

部又は一部は削除し、又は別の記号に置き換える等の措置を講ずる。 

（作業場所等の特定及び持ち出しの禁止） 

第９ 乙は、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等を取り扱うに当たっては、その作業場所

及び保管場所をあらかじめ特定し、甲の承認なしにこれらの場所以外に持ち出してはならな

い。 

 （安全管理措置に関する事項） 

第１０ 乙は、甲からこの契約による事務を処理するために提供を受けた個人情報及び乙自ら

が当該事務を処理するために収集した個人情報の漏えい、滅失、毀損の防止その他の個人情報

の適切な管理（再委託先による管理を含む。）のために必要な措置を講じなければならない。 

（資料等の返還等） 

第１１ 乙がこの契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、この契約完了後直ちに甲に返還し、

又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは当該方法によるものとする。 

２ 乙は、甲の指示により、個人情報を削除し、又は廃棄した場合は、削除又は廃棄した記録

を作成し、甲に証明書等により報告するものとする。また、乙が個人情報を削除又は廃棄す

るにあたっては、個人情報を復元困難及び判読不可能な方法によるものとする。 

（第三者等からの回収） 

第１２ 乙が、この契約による事務を処理するために、甲から提供を受け、又は乙自らが収集

し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等について、甲の承認を得て再委託による

提供をした場合又は甲の承認を得て第三者に提供した場合、乙は、甲の指示により、当該再

委託先又は当該第三者から回収するものとする。 

（報告検査等） 

第１３ 甲は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務の遵守状況について、

乙に対して必要な報告を求め、随時に立入検査若しくは調査をし、又は乙に対して指示を与

えることができる。なお、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなけれ

ばならない。 

（事故の場合の措置） 

第１４ 乙は、この契約により取り扱う個人情報の漏えい、滅失若しくは毀損が発生し又は発

生したおそれのある場合のほか、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのある

ことを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。この場合、甲は、

乙に対して、個人情報保護のための措置（個人情報が記録された資料等の第三者からの回収

を含む。）を指示することができる。 

（損害賠償） 

第１５ 乙は、この契約により乙が負う個人情報の取扱いに関する義務に違反し、又は怠ったこ
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とにより甲が損害を被った場合、甲にその損害を賠償しなければならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


